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令和３年 第４回砂川市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時  令和３年４月20日（火） 午前10時00分～午前11時45分 

  

場  所  公民館第１会議室 

 

出 席 者   髙橋教育長、平間教育長職務代理者、中村委員、住委員、皆上委員 

説 明 員  峯田教育次長、小林指導参事、是枝学務課長、作田副審議監、安武社会教育課長、

佐々木スポーツ振興課長、谷口公民館長・図書館長、今崎学校給食センター所長、

鈴木社会教育主事 

記  録  齊藤総務係長 

 

 

審議内容 

 

開 会（教育長進行） 午前10時00分 

１．会議録署名委員の指名  住委員 

 

２．前回会議録の承認 

令和３年３月29日開催の「第３回砂川市教育委員会会議定例会会議録」について承認。 

 

３．報告第１号 教育長報告について 

  ４月５日開催の令和３年度第１回空知管内市町教育委員会教育長会議など２件について

報告。 

 

◇ 新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

（学務課） 

  学務課長より、「小中学校の各種検診について」報告。 

 

（スポーツ振興課） 

  スポーツ振興課長より、「延期・中止とした事業について」報告。 

 

◇ 所管業務について 

 

（学務課） 

学務課長より、「学校職員辞令交付式について」など７件について報告。 
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（社会教育課） 

  社会教育課長より、「令和３年度「砂川市校外生活の心得」について」など２件について報告。 

 

（学校給食センター） 

  学校給食センター所長より、「令和２年度学校給食費収納状況について」報告。 

 

質問 延期された内科検診の再開時期について 

 

答弁 時期は未定であるが、医師会との協議の上、なるべく早い段階で確実に実施する。 

 

―――   了承   ――― 

 

４. 報告第２号 教育委員会職員の任用について 

学務課長より、北海道教育委員会の会計年度任用職員として、学習指導員７人、スクール・

サポート・スタッフ５人を新たに任用し、小中学校に配置したことについて報告。 

スポーツ振興課長より、屋外体育施設業務員１人を新たに任用し、砂川市総合体育館に配置

したことについて報告。 

 

―――   了承   ――― 

 

５．議案第１号 砂川市小中一貫教育推進委員会設置要綱の一部を改正する訓令の制定について 

学務課副審議監より、組織の委員数等の一部を改正することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

６．議案第２号 砂川市立小中学校統合準備委員会の構成について 

学務課副審議監より、準備委員会を構成する委員が所属する団体等について提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

７．議案第３号 砂川市小中一貫教育推進委員会の構成について 

学務課副審議監より、推進委員会を構成する委員が所属する団体等について提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

８．議案第４号 令和３年度砂川市立学校の学校運営協議会委員の任命について 

学務課長より、学校運営協議会の設置に伴い、委員を任命することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 
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９．議案第５号 令和３年度砂川市スポーツ推進協力員の委嘱について 

スポーツ振興課長より、協力員を委嘱することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

10．協議案第１号 砂川市立小中学校適正配置基本計画の推進について 

学務課長より、学校統合に関わる具体的な事項等について提案。 

 

質問 準備委員会の設置時期と一般公開について 

 

答弁 現時点では５月中の設置を予定している。一般公開は基本的に実施したいと考えている。 

 

質問 統合した場合の不登校児への対応について 

 

答弁 スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーによる対応を継続していくとともに、

適応指導教室についても検討を進める予定である。 

 

質問 義務教育学校を設置した場合の児童、生徒へのメリット・デメリットについて 

 

答弁 小中一貫教育を円滑に進められる点においてメリットと考えているが、具体的な内容は先

進事例などを調査し示していきたい。 

 

質問 先進事例として参考、視察する学校について 

 

答弁 砂川市と同じ様な状況や学校規模にある学校を選定したいと考えている。 

 

―――   継続協議   ――― 

 

11．その他  

 

質問 新型コロナウイルス感染症によりオンライン授業となった場合の通信料負担について 

 

回答 通信料については、各家庭の負担となる。負担が難しいとする家庭については、学校へ登

校いただき、校内の通信環境を使用し授業を受けていただきたいと考えている。 

  

――― 閉  会 ――― 午前11時45分                  

以上 


